
※在校中、または改訂版が出るまでは大切に保存してください。

（令和 6 年度版）

創立５０周年ゆるキャラ 
せんりたけぞうくん



活　動　内　容

執行部 
会長：１名 

副会長：２～６名 
書記：１名 
会計：１名 

学級委員会 
代表：２名 

委員：各学年2名 
（1２名） 

校区安全委員会 
代表：3名 
委員：５１名

環境美化委員会 
代表：3名 

委員：各クラス6名 
（３６名）

イベント委員会 
代表：２名 
委員：５０名 
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・定例会開催（年１０～１１回） 
・運営委員会開催（年１０～１１回） 
・委員総会開催（4月） 
・総会開催（年２回） 
・推薦委員会活動（5月～） 
・ＰＴＡだより発行（年３回） 
・ＰＴＡしおり作成（４月） 
・ＰＴＡ会費の管理全般 
・｢一中ブロック会議」参加 
・｢学校保健委員会」参加 
・｢家庭教育学級」窓口 
・ＰＴＡブログの管理 
・Googleドライブ管理

・入校証(パトロールカード) 
・入校証の再発行 
・学校行事への協力（入学式、運動会、卒業式） 
・吹田市ＰＴＡ小学校部会、吹田市ＰＴＡ参加 
・一中校区地域協議会ワンツースリー新聞配布(年３回) 
・｢ちさと会」会合出席 
・地域教育協議会への協力 
　(市Ｐ音楽祭、たそがれコンサート、教育講演会、 
　千三公民館文化祭、関大クラブ体験など） 
・地域行事への協力（わくわくキャンプ、市民体育祭など） 
・その他各種外部会議への参加 
・各委員会活動への協力

・定例会（必要に応じて） 
・ベルマーク活動 
・給食試食会開催（1年生保護者対象） 
・音楽会保護者整理

・｢教育講習会」お手伝い 
・新入生セット作成お手伝い 
・学級委員活動の報告(年２～３回) 
（学級委員だより又はＰＴＡブログにて）

・定例会（必要に応じて）  
・こども見守り立番活動 
　　立番アンケート実施 
　　名簿、担当表作成、 
　　お知らせプリント配布（年１回） 
　　実施報告書の回収、集計 
・こども見守り隊との交流会（年２回） 
・校区安全委員会だより発行（年２～３回） 
・青対主催全市一斉パトロール、一中ブロック会議参加 
・｢こども１１０番の家｣｢自転車パトロールカード｣の募集と配布

・交通安全教室のお手伝い（１年） 
・ＰＴＡブログ記載用原稿作成 
・新入生・転入生セットの準備（３月） 
・腕章、横断旗の管理、発注 
・ＰＴＡブログ記載用原稿作成 
・こども見守り隊のフォロー

・定例会（必要に応じて） 
・花壇の整備 
　　土作り(年１回） 
　　花の植え替え、切り戻し(年６回程度) 
　　雑草抜き(必要に応じて) 
　　飾りつけ 
・花の水やり(年間を通じて)

・定期トイレ清掃（毎月第２金曜日） 
・大規模トイレ清掃（年２回） 
・運動会時トイレ清掃、備品補充 
・ビオトープ清掃（年２回） 
・ビオトープ｢蝶のレストラン｣土作り、苗植え付け 
・里親道路定期清掃（毎月） 
・ＰＴＡブログ記載用原稿作成 
・入学式、卒業式前の清掃と花壇の手入れ

・定例会（必要に応じて） 
・イベント企画、運営ボランティア募集と管理 
　◉｢千三カーニバル｣の企画、運営 
　◉｢星をみる会｣の企画、運営 
・イベント通信発行 
・ＰＴＡブログ記載用原稿作成 

・行事への参加及び協力 
　◉千三わくわくキャンプ 
　◉千三公民館文化祭 
　青対主催の千三小開催のイベント手伝い

令和６年度 千三小ＰＴＡ執行部・各委員会の主な活動内容



図書ボランティアの主な活動内容 
［　代表　３～４名及びボランティア　］ 

　　　　　絵本や本が好きで、子どもたちの読書活動のお手伝いがしたい有志の保護者が毎年６０～７０名程集
まって活動しています。主な活動は原則毎月第一水曜日の朝の時間に各学年、各クラスで行っている『ほんわかタイ
ム』と呼ばれている読み聞かせです。活動の時間を通して、児童の学年、クラスの垣根を超えた保護者同士の交流の
場ともなっています。 

　　　　　毎年４月にその年度のボランティアを募集しています。2024年度も申し込み用紙を配布予定ですので、
ぜひお申込みください。（年度途中からの参加も可能です！） 

図書ボランティア登録者：６３名（R６．１現在） 
  
①ほんわかタイム（月１回） 
②たんぽぽ　ほんわかタイム（年４回） 
③お話会（１～５年生の各クラス　年１回） 
④６年生への卒業お話会（２月末） 
⑤おすすめ本の紹介　全児童にプリント配布（年２回） 
⑥PTA図書の整理 
⑦一年間の読み聞かせした書籍の紹介（年度末に発行） 

ボランティアポイント制度について 

昨年度より、より多くの保護者の皆さまへＰＴＡ活動に参加していただだくため、ボランティア制度を導入しま
した。 
委員として一年間活動ができない方にも参加しやすい制度になっています。 
ボランティアは執行部及び各委員会から募集の案内をしますので、参加したいイベント・活動に応募して活動い
ただきます。活動は半日の活動でボランティア１回となります。1日の活動の場合は午前・午後となりますのでボ
ランティア２回です。ボランティア１０回の活動参加で１ポイント付与となります。 

※１０回に満たない場合は翌年に繰り越しをします。 

※ボランティアポイント付与は１家庭に1度（上限は1年に１回まで）となります。 
　既にボランティアポイント付与済みの方がボランティア応募された場合は追加のボランティアポイントは発生 
　いたしませんのでご了承ください。 

※ボランティア応募者多数の場合はボランティアポイント付与未の方を優先とします。

＜２０２３年度　ボランティア募集実施活動内容＞ 

・定期トイレ清掃ボランティア（平日、毎月） 
・大規模トイレ清掃ボランティア（土曜、年２回） 
・ビオトープ清掃ボランティア（春、秋） 
・カーテンボランティア（夏休み）
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・千三カーニバル準備ボランティア 
・千三カーニバル当日ボランティア 
・関大クラブ体験引率ボランティア 
・星をみる会当日ボランティア



♪ＰＴＡ委員会活動　紹介♪

校区安全委員 
子ども見守り活動の名簿、当番表の作成や実施報告書の集計などのデータ入力、プリン
トの印刷や配布、交流会やパトロールの参加、校区安全だよりの発行、ブログの投稿と
管理、安全教室の手伝いなどがあります。 

データ入力が好きな方、イラストレーター使える方、千三校区をもっと知りたい方にオ
ススメ。 

データは代表・副代表が担当、委員は各スポットに3名を配置、4月、5月、3月の立番
を1週間ごとのシフトで担当します。その他にパトロールや交流会、印刷の手伝いがあ
ります。

学級委員 
ベルマーク活動、給食試食会実施手伝い、音楽会保護者対応があります。 
主な活動はベルマーク活動で平日の活動、ＰＴＡイベントは休日の活動になります。
ブログの投稿と管理もあります。 

手仕事の好きな方、学校のことをもっと知りたい方にオススメ。

　｢引越してきたので、 
　地域のことをもっと知りたいな♪｣

環境美化委員会 
花壇の土作り、花の植え替え、手入れ、水やり、 
毎月の児童の清掃時間に合わせた定期トイレ清掃、土曜日に実施の大規模トイレ清掃
(年２回)、ビオトープ活動があります。ブログの投稿と管理もあります。 

花が好きな方、トイレ掃除が得意な方、学校環境に興味のある方にオススメ。

イベント委員会 
｢千三カーニバル｣、｢星をみる会｣の企画・打ち合わせ、物品や会場準備、ボランティ
アへの連絡・調整、当日現場での指揮など、土日に実施の青対他、地域イベント協
力などがあります。ブログの投稿と管理もあります。 

土日に活動できる方、楽しいことが好きな方、工作が好きな方、企画が得意な方に
オススメ。
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｢委員を引き受けようと思うけど、どの委員になったらよいかわからない｣と迷っている方は、 
小自分が日ごろ関心を持っている事柄から、選んでみてはいかがでしょうか？

下に一覧を参考にして見てください。ズバリ！！あなたのオススメの委員会は…

執行部(会長・副会長・書記・会計) 
年11回運営委員会開催、年11回定例会、総会開催、PTAイベント協力、学校行事
や地域行事協力、各種会議出席など。 

委員経験者、時間の都合がつきやすい方、学校のことが知りたい方にオススメ。

　｢未就学児と一緒に参加できる活動 
　はあるのかな？｣

　｢仕事をしてるけど、 
　月１回なら平日活動できます♪｣

　｢虫が苦手だけど、 
　　　　トイレ掃除は任せて♪｣

　｢仕事で学校にはいけない 
　だけどリモートで活動したい♪｣

　｢大変だろうけど 
　　1年間だけだから頑張って、 
　　　　永久免除ゲットしたいな♪｣

　｢私はパソコン作業は苦手だけど 
　　身体を動かす活動ならしたいな♪｣

　｢うちは１年生いないけど、 
　小学校の給食、食べてみたいな～♪｣

　｢環境教育に興味があるから 
　もっと知りたいな～♪」



千里第三小学校PTAポイント制ガイド
令和６年度３月改正 

1. ポイント制について 
ポイント制とはＰＴＡ委員選出の際、委員がスムーズに決まるよう各会員の活動履歴をポイントと 
して保管するものです。 

2. 委員会構成 

　※PTA規約・細則に定める活動ではないが、委員を選出するもの 

3. ポイントの管理について 
    ① ＰＴＡ入会時に『千三小ＰＴＡ委員履歴書』に必要事項を記入し提出する。 
　 ② 会員は一児童に対して委員経験に応じたポイントを取得する。 
    ③ 執行部はこれをその児童が在籍中、ＰＴＡ活動履歴として｢ポイント台帳｣に記載し、卒業まで 
　　  管理する。永久免除対象者については卒業後もこれを管理する。 

4. 取得ポイント 

　 
PTA委員会活動ではないがポイントを取得する活動 

5. 一家庭に複数児童が在籍している場合のポイント付与について 

　・取得したポイントが１ポイントの場合、選出されたクラスに在籍する児童分の履歴とする。 
   ・取得したポイントが２ポイントの場合(各委員代表、吹田市ＰＴＡ協議会広報部会出向者幹事校 
      担当)、その年に在籍する子どもに対し任意に振り分けることができる。 
　　ただし年長児童が０ポイントの場合は、年長児童に必ず１ポイントを付与する。 
　・クラスからの選出でないポイント(家庭教育学級運営委員・図書ボランティア代表)はどの在籍 
     児童の履歴としてもよい。ただし年長児童が０ポイントの場合は、必ず年長児童分の履歴とする。 

4

執行部 会長１名・副会長２～６名・会計１名・書記１名
学級委員会 代表２名、委員は各学年から２名（１２名）
校区安全委員会 代表３名、委員は各スポットから3名（５１名）
環境美化委員会 代表３名、委員は各学年から6名（３６名）
イベント委員会 代表３名、委員は全体から５０名

図書ボランティア 代表 3~4名
吹田市ＰＴＡ協議会広報部会出向者 幹事校担当(4・5年に一度) １名
吹田市ＰＴＡ協議会広報部会出向者 役員校担当(15年に一度) １名

   執行部経験者 永久免除
   各委員会の代表経験者 ２ポイント
   各委員会の委員経験者 １ポイント
　ボランティア１０回活動 １ポイント

図書ボランティア代表 １ポイント
吹田市ＰＴＡ協議会広報部会出向者 幹事校担当 ２ポイント
吹田市ＰＴＡ協議会広報部会出向者 役員校担当 永久免除



6. 委員選出方法 

 ① 全会員は４月に執行部より配布される『ＰＴＡ委員選出のお願い』を確認する。 
　  二次元バーコード読み込み、アンケートフォームへ必要事項を記入の上Webにて提出する。 
　  児童1人につき１回の提出、全児童要提出。(回答期限はR６年４月12日(金)) 
  
 ② 締切後、旧執行部と新執行部により各委員および補欠が選出される。 
　 (R６年4月12日～4月15日） 
　  補欠は、このクラスから選出された委員が委員総会にて代表に選出された時、繰り上がって委員に 
　  なる。委員総会後は、どの委員会にも関わらず、委員に欠員が生じて補充が 必要と判断 
     された場合、当該クラスの補欠が順位に従って繰り上がる。 
  
③ 委員選出は、Web提出された『ＰＴＡ委員選出』を参考に立候補を募り行われる。立候補が定員を 
　  上回る場合は抽選とします。イベント委員会の委員の半数を平日の活動が困難な人を優先とする。 

④ 立候補者が定数に満たない場合は教頭先生のご協力のもと、ポイントの少ない人の中から公平に 
     くじ引き(ＰＴＡ委員選出アンケートフォーム未回答者を含む)で選出される。 
     ただし｢７.委員免除対象者｣と｢８.くじ引き免除対象者｣は除く。 

⑤ くじ引きにて決まった人が委員を辞退する場合は、当人が代わりの人を探す。 

　　 
  
① 公募により代表を選出する。(複数の立候補があった場合は、執行部立会いの下話し合いで決める。) 

② 公募により選出されない委員の代表は、上記の方法で選出された委員の中から委員総会にて 
     代表を選出し、併せて、全ての委員会の代表補欠を選出する。ただし、イベント委員の代表は 
　　 公募により選出し、補欠は選出しない。この補欠は代表のいずれかに欠員が生じた時、かわりに 
　　 代表となる(細則第 1 条参照)。またこの時、委員の中から新たに補欠を選出する。 

③ まず立候補を募り、立候補がなければ、執行部が、くじ引きにより選出する。 
　  このとき免除はなしとする(ただし「８.くじ引き免除対象者」は免除とする)。 

④ 前年度の代表が卒業や引っ越しなどで在籍しない場合は、執行部役員が代理として立ち会う。 
　  ※ポイントを振り分けられるのは、在校する児童に限られます。未就学のお子さまはポイント 
        振り分けの対象になりませんので、ご注意ください。  
　  ※例外は、執行部と吹田市ＰＴＡ協議会広報部会役員校担当者の｢永久免除｣のみです。 

7. 委員免除対象者 

　免除に該当する会員は『ＰＴＡ委員選出希望調査』にて申告する。  

免除対象者 

  ※｢障がいのある方｣はPTA会員本人、同居のご家族いずれの場合も含みます。 
  ※｢1 歳未満の乳幼児｣には、今年度出産し、1 歳未満の乳児ありとなることが決まっている家庭を含みま
す。  
  ※その他運営委員会の協議の上免除対象と認められる場合があります。 

８. くじ引き免除対象者 

　「７」.委員免除対象者」とは別に、前年度各委員会の代表を経験した人は、委員決めと委員総会 
　での代表を決める際のくじ引きを免除されます(１年間のみ)。ただし立候補を妨げません。 

5

学級 校区安全 広報 環境美化 イベント委員

代表

ひとり親家庭 障害のある方(会員またはご家族)のいる家庭
要介護者と同居している家庭 ＰＴＡ活動を担う保護者が病気・けが等で活動が困難な家庭
１歳未満の乳児のいる家庭 永久免除者のいる家庭


